
参考資料 環境影響評価法と札幌市環境影響評価条例における手続の比較（配慮書段階）
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（審議会手続関係部分）

①審議会への諮問は北海道知事からの意見照会後

②市長意見は北海道知事に提出

（その他）

③住民意見は直接事業者に提出

④配慮書では住民意見に対する見解書は要しない

（審議会手続関係部分）

①審議会への諮問は事業者からの見解書提出後

②市長意見は事業者に提出

（その他）

③住民意見は札幌市長を経由して事業者に提出

④事業者は住民意見に対して見解書を作成
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